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（新）高校入試出願システム導入及び運用事業
総務課

１ 目的
公立高校入学者選抜に係る生徒及び保護者の利便性の向上と入試業務の大幅な効率化・省力化を図るため、

高校入試出願システムを導入する。

２ 概要
（１）システムの概要

①出願書類等のオンライン化
・生徒及び保護者は、パソコンやスマホ等で願書を作成
・中学校は、システム上で調査書の作成や出願状況等を確認
・高校は、システム上で出願書類等の受領や志願倍率等の集計が可能
・合否情報も生徒がシステム上で確認可能

②検定料のキャッシュレス決済に対応
・クレジットカードやコンビニでの決済が可能

（２）期待される効果
・願書の入力や確認が手元の端末で可能となり、生徒及び保護者の利便性が向上
・システム上で誤記や記載漏れがチェック可能となり、教職員の負担が軽減
・出願書類等の運搬時の事故や災害時等におけるき損のリスクが軽減

３ 予算額
１１３，３８８千円（ １１３，３８８千円）
内訳 ・委託料 １１３，３８８千円

４ 導入スケジュール
令和６年６月 業者選定、システム構築
令和７年２月 システム構築完了

９月 テスト入力（Ｗｅｂ出願体験）
令和８年２月 本格稼働（令和８年度入学者選抜） ※現在の中学１年生から本システムを使用する。
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（新）東京学生寮整備事業官民連携手法導入可能性調査実施委託
総務課

１ 目的
（公財）秋田県育英会が所有・運営している東京学生寮について、将来的なあり方の一つとして官民連携手

法により建て替える場合のシミュレーション調査を行う。

２ 概要
民間資本を導入して東京学生寮を建築・運営する場合の可能性調査を実施する。

（１）委 託 先 ＰＦＩ事業を手がけるコンサルタント等
（２）委託内容 ・諸条件の整理（土地、周辺環境や整備上の制約調査等）

・事業スキームの検討（事業主体、官民の役割、資金調達等）
・モデルプランの作成（土地や施設の複合的利用策、施設規模、事業収支等）

３ 予算額
９,１７４千円（ １,５９６千円 ７,５７８千円）
内訳 ・委託料 ９,１７４千円

【参考】秋田県育英会の学生寮の概要
東京寮【男子寮】 ビューリー千秋【女子寮】

所 在 地 東京都世田谷区北沢１－４１－２２ 神奈川県川崎市中原区宮内４－３１－５

※井の頭線「池の上」徒歩３分 ※ＪＲ南武線「武蔵中原」徒歩１０分

小田急線「下北沢」徒歩１０分

土地所有者 県 ２，９３１．８６㎡ 県 ９０１．２５㎡

面 積 昭和２３年 秋田県育英会からの寄付による 昭和３５年 購入

建物所有者 （公財）秋田県育英会 ２，６８８．８１㎡ （公財）秋田県育英会 １，８０６．３４㎡

延べ床面積 （本館１，２７５㎡ 別館１，４１３．８１㎡)

建 築 年 本館：昭和５２年 別館：平成７年 平成９年

部 屋 数 １１９室（本館４９ 別館７０） ８０室

R5.4入居数 ６４名（入居率５３．８％） ２３名（入居率２８．８％）
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県立学校整備事業
施設整備室

１ 横手高校【単独改築】
（１）事 業 概 要 現敷地に新校舎等を建築する。
（２）６年度事業

・実施工事等 修正（基本・実施）設計、体育館棟の建築
・予 算 額 １，０３４，２８８千円

（ 930,800千円 103,488千円 ）
内訳 ・工事請負費 971,497千円

・委託料等 62,791千円
（３）継続費の状況

・設定期間 令和２～７年度
・継続費総額 ６，２５５，０５９千円

（４）全体事業費 約６５億円

２ 大曲高校【単独改築】
（１）事 業 概 要 現敷地に新校舎等を建築する。
（２）６年度事業

・実施工事等 修正（基本・実施）設計、旧校舎棟の解体、
第１体育館棟の建築

・予 算 額 １，４１６，４８３千円
（ 1,274,800千円 141,683千円 ）
内訳 ・工事請負費 1,346,322千円

・委託料等 70,161千円
（３）継続費の状況

・設定期間 令和３～８年度
・継続費総額 ６，９８１，０１０千円

（４）全体事業費 約７３億円

体育館棟

建築

管理校舎棟

美入野記念館

校舎棟

第１体育館棟

建築

旧校舎棟

解体

第２体育館(改修)
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３ 鹿角高校【統合整備、令和６年４月開校】
（１）事 業 概 要 花輪高校敷地に統合校の校舎等を整備する。
（２）６年度事業

・実施工事等 セミナーハウスの改修、外構工事 等
・予 算 額 １７３，５９３千円

（ 156,200千円 17,393千円 ）
内訳 ・工事請負費 144,884千円

・委託料等 28,709千円
（３）継続費の状況

・設定期間 令和３～６年度
・継続費総額 ３，３５７，５９７千円

（４）全体事業費 約３７億円

４ 金足農業高校【単独改築】
（１）事 業 概 要 現敷地に新校舎等を建築する。
（２）６年度事業

・実施工事等 野球場の造成、給排水・受変電設備工事、
野球部室の建築、前庭周り解体 等

・予 算 額 ６９４，７２４千円
（ 625,200千円 69,524千円 ）
内訳 ・工事請負費 650,993千円

・委託料等 43,731千円
（３）債務負担行為

・対象工事等 教室・管理棟の建築
・設定期間 令和７～９年度
・限 度 額 ３，６４８，４６０千円

（ 64,499千円 3,225,300千円 358,661千円 ）
（４）全体事業費 約９４億円

実習棟

体育館棟
管理・教室棟

セミナーハウス

改修

野球場造成

野球部室建築

教室・管理棟

建築（債務負担行為）

第１体育館(改修)

第２体育館(改築)

実験実習棟(改修)

前庭周り

解体
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５ 湯沢高校【単独改築】
（１）事 業 概 要 現敷地に新校舎等を建築する。
（２）６年度事業

・実施工事等 特別教室棟の解体、教室・管理棟の建築
・予 算 額 ７７５，００７千円

（ 1,293千円 696,300千円 77,414千円）
内訳 ・工事請負費 731,610千円

・委託料等 43,397千円
（３）債務負担行為

・対象工事等 教室・管理棟の建築
・設定期間 令和７～８年度
・限 度 額 ２，７２６，１５４千円

（ 24,485千円 2,431,400千円 270,269千円 ）
（４）全体事業費 約７０億円

６ 比内支援学校【単独改築】
（１）事 業 概 要 現敷地に新校舎等を建築する。
（２）６年度事業

・実施工事等 グラウンドの造成、外構工事
・予 算 額 ５３，３８２千円

（ 42,700千円 10,682千円 ）
内訳 ・工事請負費 53,382千円

（３）継続費の状況
・設定期間 平成30～令和６年度
・継続費総額 ３，２８６，７５４千円

（４）全体事業費 約３４億円

教室・管理棟

建築（債務負担行為）

特別教室棟(改築)

第１体育館(改修) 第２体育館(改築)

特別教室棟

解体

グラウンド

造成

校舎棟
体育館棟

寄宿舎棟
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７ 栗田支援学校【単独改築】
（１）事 業 概 要 現敷地に新校舎等を建築する。
（２）６年度事業

・実施工事等 プール棟の解体、食堂・厨房棟の増築・改修
・予 算 額 ９３２，３０１千円

（ 5,173千円 778,900千円 148,228千円 ）
内訳 ・工事請負費 921,379千円

・委託料等 10,922千円
（３）債務負担行為

・対象工事等 食堂・厨房棟の増築・改修
・設定期間 令和７年度
・限 度 額 １３５，２３２千円

（ 11,599千円 110,800千円 12,833千円 ）
（４）全体事業費 約５９億円

プール棟

解体

食堂・厨房棟

増築・改修（債務負担行為）

小学部棟(改修)

中・高等部棟(改修)

寄宿舎棟(改修)
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義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
の一部を改正する条例案【議案第９２号】

教職員給与課

１ 改正理由
学校教育の水準の維持及び向上に資するため、義務教育諸学校等の教育職員が行う業務の量の適切な管理そ

の他義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置について所要の規定の整備を行う必
要がある。

２ 改正内容
（１）義務教育諸学校等の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理そ

の他義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については、公立の義務教育諸学
校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号）第７条第１項に規定する指針に基
づき、当該義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会の定めるところにより行うものとする
こととする。（第８条関係）

（２）その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日
令和６年４月１日

【参考】条例改正の背景
文部科学省が示した「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員

会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」において、都道府県教育委員会
が教育職員の時間外在校等時間の上限方針について条例・規則等の整備を行うよう明記された。
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舎
指
導
員
を
い
う
。

（
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
教
職
調
整
額
の
支
給
）

（
教
育
職
員

の
教
職
調
整
額
の
支
給
）

第
三
条

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
（
校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭
を
除

第
三
条

教
育
職
員

（
校
長
、
副
校
長
及
び
教
頭
を
除

く
。
）
に
は
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
の
百
分
の
四
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織

く
。
）
に
は
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
の
百
分
の
四
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
と

及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
と

教
育
委
員
会
が
認
め
る
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
（
校
長
、
副
校
長

教
育
委
員
会
が
認
め
る
教
育
職
員

（
校
長
、
副
校
長

、
教
頭
、
実
習
助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導
員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
人
事

、
教
頭
、
実
習
助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導
員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
）
に
相
当
す
る
額
の
教
職
調
整
額
を
支
給
す
る

委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
）
に
相
当
す
る
額
の
教
職
調
整
額
を
支
給
す
る

。

。

２

略

２

略

（
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
時
間
外
勤
務
）

（
教
育
職
員

の
時
間
外
勤
務
）

第
六
条

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
に
つ
い
て
は
、
正
規
の
勤
務
時
間

第
六
条

教
育
職
員

に
つ
い
て
は
、
正
規
の
勤
務
時
間

の
割
振
り
を
適
正
に
行
い
、
原
則
と
し
て
時
間
外
勤
務
（
正
規
の
勤
務
時
間

の
割
振
り
を
適
正
に
行
い
、
原
則
と
し
て
時
間
外
勤
務
（
正
規
の
勤
務
時
間

を
超
え
る
勤
務
を
い
い
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

を
超
え
る
勤
務
を
い
い
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
勤
務
時
間

成
七
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
。
以
下

「
勤
務
時
間

条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
及
び
年
末
年

条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
及
び
年
末
年

始
の
休
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
休
日
」
と

始
の
休
日
（
以
下

「
休
日
」
と

い
う
。
）
並
び
に
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
六
条
又
は
市

い
う
。
）
並
び
に
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
六
条
又
は
市

町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
休
日
勤
務
手
当
が
一

町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
休
日
勤
務
手
当
が
一

般
の
職
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
日
（
休
日
を
除
く
。
）
に
お
け
る
正
規
の

般
の
職
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
日
（
休
日
を
除
く
。
）
に
お
け
る
正
規
の

勤
務
時
間
中
の
勤
務
を
含
む
も
の
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

勤
務
時
間
中
の
勤
務
を
含
む
も
の
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

命
じ
な
い
も
の
と
す
る
。

命
じ
な
い
も
の
と
す
る
。

２

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
に
対
し
時
間
外
勤
務
を
命
ず
る
場
合
は

２

教
育
職
員

に
対
し
時
間
外
勤
務
を
命
ず
る
場
合
は

、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
場
合
で
臨
時
又
は
緊
急
に
や
む
を
得
な
い

、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
場
合
で
臨
時
又
は
緊
急
に
や
む
を
得
な
い

必
要
が
あ
る
と
き
に
限
る
も
の
と
す
る
。

必
要
が
あ
る
と
き
に
限
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

略

一
～
四

略

（
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
業
務
量
の
適
切
な
管
理
等
）

第
八
条

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
そ
れ
以

外
の
時
間
に
お
い
て
行
う
業
務
の
量
の
適
切
な
管
理
そ
の
他
義
務
教
育
諸
学

校
等
の
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て

は
、
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
針
に
基
づ
き
、
当
該
義
務
教
育
諸
学

校
等
の
教
育
職
員
の
服
務
を
監
督
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。
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保育士等確保対策事業
幼保推進課

１ 目的
保育環境の充実に向けて、人材の確保や保育士等が安心して働き続けることができる職場環境づくり等を推

進する。

２ 概要
（１）保育士産休等代替職員補助事業 １４，３０９千円

保育士等が安心して働き続けることができるよう、出産休暇又は病気休暇を取得する保育士等の代替職員
の雇用に要する経費に対し助成する。
・補 助 先 私立の保育所、幼稚園等
・補助件数 ２８人（出産休暇代替職員）
・補助基準 日額１０，６４６円（上限額）
・補 助 率 １０／１０（県１０／１０）

（２）子育て支援員養成事業 ３，０３１千円
保育所等において保育・子育て支援に従事する子育て支援員を養成する。
・事業内容 専門研修（地域保育コース１８科目）を県内３地域で開催
・受講定員 ８０人（県北２０人、県央３０人、県南３０人）
・実施時期 ８～１１月（予定）

（３）保育士等キャリアアップ研修事業 １１，３０１千円
保育所等におけるリーダー的な役割を担う職員等の資質の向上を図るための研修を実施する。
・事業内容 集合型（障害児保育、マネジメント等の６分野）、オンライン型（乳児保育、幼児教育等

の７分野）による研修の実施
・受講定員 集合型延べ１，０３０人、オンライン型延べ１，９００人
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（４）保育士資格取得に係るオンライン手続化事業 ２８４千円
保育士登録者管理システムの各種情報の連携等を目的とした改修に要する経費に対し助成する。
・補 助 先 社会福祉法人日本保育協会
・補 助 率 １０／１０（県１０／１０）

（５）保育補助者雇上強化事業 ２４，７９３千円
保育士等の業務負担を軽減し離職防止を図るとともに、潜在保育士の再就職を促進することにより、保育

士確保が困難な地域における待機児童の発生を防止するため、保育補助者の雇上げに要する経費に対し助成
する。
・補 助 先 新子育て安心プラン実施計画を策定する市町村
・対象施設 私立の保育所、幼保連携型認定こども園等
・補助件数 ２市（１１施設）
・補助基準 ・利用定員１２１人未満：年額３，１１７千円

・利用定員１２１人以上：年額６，２３４千円
・補 助 率 ７／８（国６／７、県１／７）

（６）保育体制強化事業 ２７，７４１千円
保育士等の業務負担を軽減するため、清掃や給食の配膳、寝具の用意等の保育周辺業務を行う保育支援者

の配置に要する経費に対し助成する。
・補 助 先 市町村
・対象施設 私立の保育所、幼保連携型認定こども園等
・補助件数 ６市町村（２７施設）
・補助基準 １施設当たり月額１００千円（加配要件あり）
・補 助 率 ３／４（国２／３、県１／３）

３ 予算額
８１，４５９千円（ ４７，０５０千円 ３４，４０９千円）
内訳 ・補助金 ６７，１２７千円

・委託料 １３，６６１千円
・旅費、需用費等 ６７１千円
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多様な保育促進事業
幼保推進課

１ 目的
保育環境の充実に向けて、子どもの状態に応じた多様な保育が可能となるよう受入体制の整備を促進する。

２ 概要
（１）医療的ケア児保育支援事業 ３３，３９８千円

保育所等における医療的ケア児の受入体制を整備するため、看護師の配置等に要する経費に対し助成する。
・補 助 先 市町村
・対象施設 保育所、認定こども園等
・補助件数 ６市（９施設）
・対象経費 医療的ケアを行う看護師等の人件費、その他ケアに要する物品の購入経費等
・補 助 率 ３／４（国２／３、県１／３）

（２）(新)障害児受入促進に係る保育環境改善等事業 １，６２０千円
障害児や医療的ケア児を受け入れるために必要な物品の購入や改修等に要する経費に対し助成する。
・補 助 先 市町村
・対象施設 保育所、認定こども園等
・補助件数 １市（３施設）
・対象経費 障害児等の保育に要する物品の購入経費
・補 助 率 ２／３（国１／２、県１／２）

３ 予算額
３５，０１８千円（ ２３，０７４千円 １１，９４４千円）
内訳 ・補助金 ３５，０１８千円
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学校支援スタッフ配置事業
義務教育課

１ 目的
子どもたちの多様な学びを保障するとともに教員の負担軽減を図るため、教員の業務を支援するスタッフを

配置する。

２ 概要
（１）学校サポーター配置事業 ８２，５４６千円

教員の負担軽減を図るため、学校サポーターを配置する。
・職務内容 教室環境の整備、印刷物や物品の準備、休み時間の見守り、来客・電話対応 等
・配置基準 ①児童生徒数が概ね３００人以上の小・中学校及び義務教育学校

②児童生徒数が概ね１００人以上３００人未満で令和４年度の時間外在校等時間の月平均が
３５時間以上の小学校及び義務教育学校（前期課程）

・配置人数 ８９人

（２）(新)児童生徒の学びを支える支援スタッフ配置事業 ２５，２７７千円
教室に入りづらさを感じている児童生徒が安心して過ごすことのできる場を確保し、多様な学びを保障す

るため、支援スタッフを配置する。
・職務内容 校内教育支援センター等における学習支援やオンライン授業に係る準備、学級担任との連絡

調整 等
・配置基準 ①令和５年度途中の不登校児童生徒数が概ね９人以上の小学校又は６人以上の中学校

②上記に満たない学校のうち、令和３～５年度の３年間の合計が１８人以上の学校
※児童生徒支援加配校等を除く

・配置人数 １８人
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３ 予算額
１０７，８２３千円（ ３３，７０７千円 ７４，１１６千円）
内訳 ・報酬 ７７，０４４千円

・職員手当 ２２，８５９千円
・共済費 ６４４千円
・旅費 ７，２７６千円
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全国高等学校総合文化祭あきた大会開催事業
高校教育課

１ 目的
令和８年度に開催予定の全国高等学校総合文化祭の準備に向けて、実行委員会を設置するほか、生徒の育成

及び指導者の資質向上を図る。

２ 概要
（１）実行委員会の設置及び先催県の視察

・実行委員会の設置
・プレ大会及び本大会に向けた準備
・国際交流国及び交流校の選定
・先催県の視察等（本大会：岐阜県 プレ大会：香川県）

（２）規定１９部門の強化補助
・開催部門 演劇、合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、日本音楽、吟詠剣詩舞、郷土芸能、

マーチングバンド・バトントワリング、美術・工芸、書道、写真、放送、
囲碁、将棋、弁論、小倉百人一首かるた、新聞、文芸、自然科学
（下線部は、本県になかった部門で、令和５年度に新設）

・補 助 率 定額（新設部門１９５千円、その他の部門９５千円を上限)

３ 予算額
２６，０００千円（ ２６，０００千円）
内訳 ・報償費 １６０千円

・旅費 １３，８７１千円
・需用費 １，９００千円
・役務費 ９０６千円
・委託料 ６，３８６千円
・使用料 ４５２千円
・補助金 ２，３２５千円
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高等学校学習環境等整備事業
高校教育課

１ 目的
社会の変化に柔軟に対応し生徒の多様な能力を伸ばすため、高等学校の学習環境を整備する。

２ 概要
（１）専門高校等実習設備充実事業 ２０８，０４６千円

・小型実習船「眞山丸」の整備（男鹿海洋高校）
令和５～６年度の２か年で建造
総工費３７９，０６０千円、ＦＲＰ造１９トン、令和６年１２月竣工

・農業関係実習設備の整備（大曲農業高校）
畜産用トラクタ、スプレッタ等

（２）ｅ－ＡＫＩＴＡ ＩＣＴ学び推進プラン事業 ３８２，７７８千円
・（新）デジタル採点システムの導入

テスト答案をスキャナで読み取り、ＡＩのサポートにより採点・集計するシステム
・教員用パソコンリース、校内ネットワーク維持管理
・ＳＩＮＥＴ接続に必要な機器の調達、設計・構築、保守管理
・校務支援システム管理保守 ほか

（３）新設統合高等学校等初度調弁費 １７，９０４千円
・十和田高校、小坂高校の不用物品処分等

３ 予算額
６０８，７２８千円（ ２，９２１千円 ７，８５７千円 ５９７，９５０千円）
内訳 ・需用費 １，８８１千円

・役務費 ３８，１５７千円
・委託料 ７１，９６１千円
・使用料 ２９５，０９１千円
・工事請負費 １８６，５４９千円
・備品購入費 １５，０８９千円
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学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例案【議案第９４号】
高校教育課

１ 改正理由

児童生徒数の増減等に伴い、学校職員の定数を改める必要がある。

２ 改正内容

公立小学校等の職員定数を次のとおりとする。

区分
職員定数（単位：人）

改正前 改正後 増 減

公立の小学校、中学校及び義務 校長及び教員 4,729 4,620 △109

教育学校 養護教員 296 292 △4

栄養教諭及び学校栄養職員 92 92 0

事務職員 304 293 △11

県立高等学校 全日制課程 校長、教員、実習助手及び事務職員 1,862 1,831 △31

その他の職員 60 57 △3

定時制課程 校長、教員、実習助手及び事務職員 123 122 △1

その他の職員 7 7 0

通信制課程 教員及び事務職員 16 15 △1

その他の職員 1 1 0

県立特別支援学校 校長、教員、寄宿舎指導員及び事務職員 1,006 1,006 0

その他の職員 76 76 0

計 8,572 8,412 △160

３ 施行期日

令和６年４月１日
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特別支援学校生の職域拡大・職場定着促進事業
特別支援教育課

１ 目的
特別支援学校生の一般就労を支援するため、就労可能な職域の拡大と職場定着の促進を図る支援員を配置す

るほか、特別支援学校における職業教育等の充実を図る。

２ 概要
（１）職域拡大推進員の拡充配置

事務系や地域の実情に応じた職域の拡大を図るほか、職場定着を支援するため企業訪問等を行う。
・２名（県北地区及び県南地区の事業推進拠点校にそれぞれ１名配置）

（２）職域拡大・職場定着促進会議の開催
雇用や福祉等の関係機関や事業所団体との連携を図り、就労時の課題等を分析する。
・年２回

（３）職域拡大を踏まえた職業教育の充実
開拓した職域に応じ、特別支援学校における作業学習・職業教育等を充実する。
・職場見学、体験、実習

（４）職域拡大・職場定着に係る理解推進
障害者雇用に関する理解を広めるため、特別支援学校就労促進フェアを開催する。
・県内３会場

３ 予算額
６，３２５千円（ ２６千円 ６，２９９千円）
内訳 ・報酬、共済費 ５，０１１千円

・報償費 １８０千円
・旅費 ８９０千円
・需用費、使用料 ２４４千円
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あきたＭｕｓｅｕｍ機能強化事業
生涯学習課

１ 目的
全ての人に開かれた社会教育施設・文化施設としてのミュージアムを目指し、博物館同士や地域の多様な主

体との連携により、特別展の充実、デジタル技術を活用した新たな鑑賞・体験の機会創出、障害者の生涯学習、
展示手法のバリアフリー化等、これからの博物館に求められる課題に対応するための機能強化を図る。

２ 概要
（１）Ｍｕｓｅｕｍ特別展充実事業 ３５，０００千円

県立４博物館施設において特別展を開催する。
①県立美術館
・日本の洋画１３０年 珠玉の名品たち
・金魚絵師 深堀隆介展
・ロートレックとベル・エポックの巴里－１９００年

②近代美術館
・岩合光昭写真展 こねこ
・ＴＨＥ 新版画 版元・渡邊庄三郎の挑戦
・金曜ロードショーとジブリ展
・みんなのキンビ展Ⅱ

③博物館
・世界の昆虫展～世界は昆虫であふれている

④農業科学館
・バラフェスタ＆ガーデンフェスタ
※各展覧会名称は仮称
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（２）Ｍｕｓｅｕｍネットワーク形成事業 １，９２６千円
①「みんなのＭｕｓｅｕｍ」プロジェクト

博物館同士や学校、民間等、地域の多様な主体と協働し、Ｍｕｓｅｕｍを核としたまちづくり、観光・
福祉等の地域課題への対応などに取り組む。
＜取組内容＞「アーティストと障害者との共同制作」「地元商店街等との展示コラボイベント」 等

②博物館ネットワーク促進事業
文化遺産、収蔵・展示作品の保存・保護と活用の振興を図るため、県内の博物館等施設のネットワーク

化と、新規博物館登録を促進する。

（３）ＭｕｓｅｕｍＤＸ推進事業 ９，１０７千円
①メタバース×Ｍｕｓｅｕｍあきた拡充事業
仮想近代美術館「メタバース×キンビ」で展覧会・各種イベント、学校向け鑑賞プログラム等を提供する。

②デジタルアーカイブ構築事業
県内博物館施設によるデジタルアーカイブの構築に向けたシステムのスキームを検討する。

３ 予算額
４６，０３３千円（ ２７，８０１千円 １８，２３２千円）
内訳 ・負担金 ３６，８００千円

・委託料 ９，０３８千円
・役務費等 １９５千円
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（新）図書館総合電算システム更新事業
生涯学習課

１ 目的
現行図書館総合電算システムの保守及びリース契約期間の終了に伴い、機能を向上したシステムへの更新を

行う。

２ 概要
（１）図書館総合電算システムの内容

図書の貸出や返却処理、インターネットでの所蔵資料の公開や予約、利用者からの収蔵資料に関する問い
合わせや資料の受入管理など、図書館業務を包括する中枢システム。

（２）機能向上の内容
・スマートフォンを活用した図書貸出の新サービスの提供
・県内図書館の蔵書検索システムに書影（本の表紙の画像等）を表示できる機能の拡充
・文教施設のデジタル資料を公開する国のウェブサイトとの連携による検索範囲の拡大
・パソコン更新による図書の貸出や返却処理能力の向上

（３）運用期間
令和７年２月１日から令和１２年１月３１日まで（６０ヶ月）

３ 予算額
８３，９８１千円（ ８３，９８１千円）
内訳 ・需用費 ２９０千円

・委託料 ８１，５４２千円
・使用料及び賃借料 ２，１４９千円
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（新）秋田県甘粛省文化交流事業－甘粛省博物館秋田文化展－
文化財保護室

１ 目的
国際友好親善の一層の発展と交流人口の拡大を目指すため、甘粛省博物館が友好交流事業として開催する「秋

田文化展」に、秋田を代表する資料を出展する。

２ 概要
（１）企画展名 日本秋田県縄文時代及び民俗文物展（仮）
（２）会 場 甘粛省博物館
（３）会 期 令和６年７月から１２月（予定）
（４）展 示 品 ・秋田県の縄文時代から平安時代にかけての考古資料 約１２０点

・秋田県を代表する民具や工芸品等の民俗文化資料 約５０点
（５）費 用 等 ・相互協力協定に基づき、展示品輸送費等を負担

・展示品引き渡し及び企画展開幕式への職員派遣

３ 予算額
１１，５１２千円（ １１，５１２千円）
内訳 ・報償費 ２８０千円

・旅 費 １，８５９千円
・役務費 ７４千円
・委託料 ９，２９９千円

【参考】甘粛省交流の歴史
昭和５７年 秋田県甘粛省友好提携
平成１３年 文化交流事業開始
平成２６年 「秋田県・甘粛省友好提携３０周年記念文化交流展－シルクロードの記憶－」開催
令和 ３年 第３次文化交流事業の開始
令和 ５年 秋田県・甘粛省友好提携４０周年記念祝賀会
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○ 出展予定資料例

考古資料：土偶 民俗資料：箱ゾリ 工芸資料：銀線細工

○ ３０周年記念文化交流展－シルクロードの記憶－ 開催状況
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